
本部事務局
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条番号 現　　　　行 改　正　案 改正理由

第9条（役員の任期） 第９条 役員は、正会員をもって当て、その任期
は以下のとおりとする。再任を妨げないが、会
長、副会長及び本部事務局長は、２期を限度と
する。
（1） 会長 ３年
（2） 副会長 ３年
（3） 本部事務局長 ３年
（4） 防大事務局長 ２年
（5） 評議委員 ３年
（6） 会計監査委員 ２年

第９条 役員は、正会員をもって充て、その任
期はいずれも２年とする。再任を妨げないが、
会長、副会長及び本部事務局長は、２期を限
度とする。

役員の任期が3年と長くなることで、役員だけで
なく会の運営に関与する事務局メンバーが固定
化してしまい、運営事務の若い期への円滑な申
し送りが難しくなる。運営に携わる新しいメン
バーを適宜補充するためにも役員任期をもう少
し短周期で回していくことが望ましく、一律に2年
に変更する。

(2)入会金の徴収及び防大水泳部に対する援
助資金の交付を行う。

(2)入会金の徴収及び防大水泳部に対する援
助資金の交付等を行う。

防大事務局長が支援金に関して実施する事項
としては、資金交付のほかにも用具の購入や支
援金支出の実績を整理・記録するなどが含まれ
るため、「等」を追加

（3） 会長及び本部事務局長に会計報告を行
う。

（3） 防大水泳部に対する援助の実施実績に
ついて、会長及び本部事務局長に必要な報
告を行う。

防大事務局長に求められるのは、あくまでも防
大における支援金執行内容の報告であり、現行
の表現では泳友会全体の会計報告を作成する
かのような誤解が生じる。

第20条
（会計監査委員の任務）

第20条　会計監査委員は、年度末及び臨時に
会の会計を監査し、会長及び会員に報告す
る。

第20条　会計監査委員は、年度末及び臨時に
会の会計を監査し、会長に報告する。

第24条（決算報告） 第24条　本部事務局長は、毎年度末（特別会
費を徴収した場合は、その都度）決算報告を作
成し、会計監査委員の監査を受けた上、会員
に報告する。

第24条　本部事務局長は、毎年度末（特別会
費を徴収した場合は、その都度）決算報告を
作成し、会計監査委員の監査を受けた上、会
長に報告する。
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第18条
（防大事務局長の任務）

決算報告及び会計監査の結果については、会
長から会員に周知を図る（第21条）となっている
ことから、それぞれ会長に報告するという表現に
変更する。


